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に
つ
い
て
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Ｃ
Ｔ
Ｓ
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え
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会
社
の
勝
手
な
都
合
で
、
労
働
条
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が
引
き
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げ
ら

れ
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用
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の
上
限
を
決
め
ら
れ
た
ら
労
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者
の
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活
は
成
り
立
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ま
せ
ん
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Ｔ
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が
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由
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す
る
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、
不
誠
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交
で
あ
り
不
当
労
働

行
為
で
す
。　

　

こ
の
こ
と
は
、
就
業
規
則
改
悪
の
弱
点
が
ど
こ
に
あ

る
か
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
ま
す
。
下
手
に
回
答
し

て
職
場
の
怒
り
に
火
が
つ
く
こ
と
に
恐
れ
て
い
る
の
で

す
。
就
業
規
則
改
悪
は
違
法
・
脱
法
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。

弱
点
だ
ら
け
。
職
場
全
体
で
怒
り
の
声
を
あ
げ
れ
ば
ス

ト
ッ
プ
で
き
ま
す
。

「違法でない根拠はあるが回答する必要はない」!?
白紙撤回へ
２０１６年７月１４日	

ＪＲ千葉鉄道サービス株式会社　
	代表取締役社長　坂本浩行　殿
	

「就業規則改正」に関する申し入れ（その６）

　７月１１日に行われた「動労千葉申第２３号」に関する団体交
渉において、組合側から、労働契約法の関係で、①１０条の就業
規則変更に関して「高度の必要性に基づいた合理的内容」が必要
であるとされいることに踏まえた具体的内容について、②１９条
に関して、反復して契約更新してきた労働者に対して上限を設け
て解雇することができる根拠について、③２０条に関して、東京
地裁が有期雇用であることを理由にした労働条件引き下げは違法
との判決を出したことに関する会社の見解について、会社側に見
解を求めたところ、「違法とは考えていない」「根拠を持っている」
等として具体的根拠を示さずに回答を拒否したが、これらは労働
条件の最たるものであるにもかかわらず回答を拒否したことは不
誠実団交そのものであることから、あらためて下記のとおり申し
入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。

記

１．「就業規則改正」には、「高度の必要性に基づいた合理的内容」
が必要とされているが、「高度の必要性に基づいた合理的内容」
を具体的に明らかにすること。

２．反復して契約更新してきた労働者に対して上限を設けること
が労働契約法１９条に反しないとする会社回答の根拠を具体
的に明らかにすること。

３．東京地裁判決により有期雇用であることを理由に労働条件を
引き下げることは労働契約法２０条に反するとの判決がでた
ことに対して会社は、「違法ではない。根拠がある」と回答し
たことに踏まえ、「根拠」を具体的に明らかにすること。

違法だらけＣＴＳ　
就業規則改悪案　　


